
が
、

そ
の

発
起
者
に

し
ば
し
ば
異
動
が
生
じ
て
い

る
の

は
、

一

に

資
金
蒐
集
が
思
う
に

任
せ
な
い

か
ら
で

あ
る
。

一

八
七
四
（
明
治
七
）
年
の

出
願
に

あ
た
っ

て

は
、

五

年
の

願
人
惣
代
山
田
真
三

郎
は
、

資
金
繰
り
を
め
ぐ
り
「
不
都
合
」
が
あ
り
排
除
さ
れ
、

資
金
は
、

「
東
京
府
下
有
名
ノ

商
両
名
」

か
ら
の

出
金
に

加
え
「
追
々

同
志
出
来
、

華
士
族
衆
の

内
出
金
い

た
す
べ

き
者
多
分
こ

れ
あ
り
、

費
用
に

於
て

欠
乏
足
の

儀
決
し
て
ご
ざ
な
く
」
と

さ
れ
て
い

る
。

し
か
し
、

県
が
、

一

八
七
三

年
秋
に
は
現
地
見
分
ま
で

行
い

な
が
ら
許
可
を
た
め
ら
っ

て
い

る
の

は
、

有
志
ら
の

資
金
運
営
に

不
安

が
あ
る
か
ら
で
、

右
一

八
七
四
年
六
月
の

願
書
を
も
っ

て
、

同
年
七
月
県
が
開
拓
原
野
払
下
げ
を
内
務
、

大
蔵
両
省
へ

上
申
し

た

と

き

も
、

両
省

は
、

容
易
に

認
可
せ
ず
、

一

八
七
五
年
三

月
に
い

た
っ

て
、

さ
ら
に

開
墾
方
法
・

会
社
規
則
・

資
本
金
員
数
・

掘
割
其
他
諸
費
・

空
地
反
別
・

各
村

故
障
有
無
・

開
墾
年
季
・

水
路
掘
割
実
形
図
・

地
代
金
な
ど
の

詳
細
調
査
を
求
め
て

き
た
。

発
起
人
ら
は
、

早
速
、

同
三

月
二

十
三
日
「
会
社
仮
規

則
」
を
締
結
し
、

総
費
金
二

五
万
円
を
二

五

〇
〇
株
に

分
か
ち
、

株
主
募
集
に

入
っ

た
と
み
ら
れ
る
が
、

お
そ
ら
く
こ

れ
が
う
ま
く
ゆ
か
ず
そ
の

ま

ま
中
絶
し
て

し
ま
っ

た
。

前
述
の

よ
う
に

県
は
引
き
続
き
、

こ

の

計
画
の

実
現
を
希
望
し
て
い

る
が
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
九
月
に
い

た
っ

て

よ
う
や
く
開
田
出
願
が
提
出
さ
れ
、

し
か
も
、

そ
の

出
願
者
は
一

変
し
、

願
人
惣
代
は
藤
田
広
得
と
な
り
、

一

八
七
五

年
の

顔
ぶ
れ
は
姿
を
消
し
、

発
起
人
に

は
ふ
た
た
び
東
京
府
士
族
山
田
照
信
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

こ

れ
に

対
し
て
、

高
座
郡
役
所
は
却
下
の

意
向
を
示
し
、

つ

い

に

相
模
原
開

田
は
日
の

目
を
見
ず
に

終
っ

た
。

仙
石
原
勧
業
試
験

牧

場
・

耕
牧

舎

県
の
、

前
述
芦
ノ

湖
か
ら
の

引
水
に

よ
る
仙
石
原
開
田
計
画
は
、

恐
ら
く
資
金
難
の

た
め
実
現
せ
ず
、

代
わ
っ

て
一

八
八
〇

（
明
治
十
三

）
年
一

月
二

十
日
、

県
は
、

勧
業
資
金
を
も
っ

て
、

仙
石
原
村
の

共
有
秣
場
六
九
三

町
二

反
余
を
三

六
三

円
余
で

買
い

上
げ
、

さ
ら
に
五
二

町
九
反
余
を
献
納
さ
せ
、

こ

こ

に

県
に

よ
る
勧
業
試
験
牧
場
の

開
牧
を
意
図
し
内
務
省
に
そ
の

許
可
を
求
め
た
。

内
務
省

は
こ

れ
を
同
年
二

月
六
日

付
で

許
可
し
た
が
、

そ
の
一

〇
日
後
、

県
は
こ

の

地
に

渋
沢
栄
一

・

益
田
孝
・

渋
沢
喜
作
お
よ
び
長
野
県
士
族
小
松
彰
に

よ
る
開
牧
を
許
可
し
、

そ
の

旨
を
地
元
仙
石
原
・

元
箱
根
村
へ

通
達
し
て
い

る
。

渋
沢
栄
一

ら
は
、

こ

の

地
に

大
規
模
な
牛
馬
放
牧
を
計
画
し
、

す
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で
に
一

八
七
九（
明
治
十
二

）年
末
に
は
県
に

対
し
、

該
地
の

借
用
願
が
提
出
さ
れ
て
い

る
こ

と
か
ら
推
せ
ば
、

県
の

勧
業
試
験
牧
場
開
設
は
、

地
元

村
の

共
有
秣
場
を
買
い

上
げ
る
名
目
に

す
ぎ
ず
、

当
初
か
ら
渋
沢
ら
の

牧
場
経
営
を
認
め
る

方
針
で

あ
っ

た
こ

と
に
ほ
ぼ
間
違
い

な
い
。

渋
沢
ら

は
、

同
年
五

月
か
ら
牛
馬
を
購
入
し
、

耕
牧
舎
と
い

う
資
本
金
三

万
円
の

牧
場
を
開
設
し
た
。

そ
し
て
、

県
は
九
月
十
七
日
に
い

た
っ

て
、

こ

の

地

を
耕
牧
舎
に

県
の

買
上
価
格
で

払
下
げ
た
い

旨
を
内
務
省
に

伺
い

出
、

翌
一

八
八
一

年
二

月
十
八
日
許
可
を
得
た
。

耕
牧
舎
へ

払
下
げ
の

理
由
は
、

「
本
県
ニ

於
テ

開
牧
ニ

着
手
ス

ル

モ

資
金
欠
乏
ニ

シ

テ

到
底
其
効
ヲ

視
ル

コ

ト
覚
束
ナ
ク
、

寧
ロ

払
下
ノ

願
意
ヲ

許
容
シ
、

以
テ

彼
等
ノ

素
志
ヲ

果

サ
シ

ム

ル

ニ

如
カ
ス

」（『
神
奈
川
県
史
料
』
第
二

巻
）
と
い

う
に

あ
っ

た
。

渋
沢
ら
は
、

こ

う
し
た
県
の

援
助
に
よ
っ

て
、

秣
場
買

い

上
げ
に
と
も
な
い

予
想
さ
れ
る
地
元
村
と
の

紛
糾
な
し
に
、

七
六
〇
町
（『
県
統
計
書
』
で
は
七
四
三

町
）
の

牧
野
を
三

九
一

円

余
（
一

町
歩
約
五
二

銭
）
と
い

う
価
格
で

入
手
す
る

こ

と

が

で

き
た
。

ま
た
、

県
は
、

地
元
村
に

無
代
献
納
さ
せ
た
秣
場
五
二

町
九
反
も
払
下
げ
た
の

で
、

そ
の

代
金
二

七
円
九
一

銭
余
だ
け

増
収
し
た
こ

と
に

な
る
。

こ

の

耕
牧
舎
の

経
営
は
、

半
官
的
な

横
浜
牧
畜
会
社
と
異
な
り
、

成
功
を
収
め
、

後
年
ま
で
、

一

三

人
前
後
の

牧
夫
を
雇
い
、

二

〇
〇
頭
を
超
え
る
牛
馬
の

飼
養
を

続
け
て
い

る
（
表
二
－

二

）。

牛
は
、

米
国
種
・

純
粋
短
角
種
・

南
部
種
、

馬
は
、

米
国
種
・

レ

キ
シ

ン

ト
ン

種
・

南
部
種
、

い

表2－2　仙石原村耕牧舎飼養牛馬数

注　『神奈川県統計書』より作成
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ず
れ
も
後
に
は
和
洋
雑
種
が
数
を
増
し
、

外
国
種
は
姿
を
消
し
て
い

る
。

ま
た
一

八
八
八（
明
治
二

十
一

）、

九
年
を
境
に

馬
の

場
内
飼
養
が
減
り
、

農
家
へ

貸
し
付
け
る
牛
馬
が
多
く
な
っ

て
い

る
。

次
第
に
一

般
農
家
の

需
要
に

応
ず
る
形
態
を
と
る
に
い

た
っ

て
い

る
こ

と
が
わ
か
る
。

初
期
勧
業
政

策
の

性

格

以
上
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
ご
ろ
ま
で
の

県
に

よ
る
殖
産
奨
励
策
は
、

特
定
の

有
志
者
を
対
象
に

し
、

こ

れ
に

強
く
保
護
・

指
導
を
与
え
る
点
に

特
色
が
み
ら
れ
る
が
、

資
金
の

乏
し
さ
か
ら
、

実
施
さ
れ
た
も
の

は
一

部
に
止
ま
り
、

し
か
も
ほ
と
ん
ど
が

効
を
奏
さ
な
か
っ

た
。

か
え
っ

て
、

県
が
何
ら
干
渉
を
加
え
な
か
っ

た
耕
牧
舎
だ
け
が
、

自
ら
の

力
で

根
づ

き
牧
場
経
営
を
軌
道
に

乗
せ
て
い

る
。

こ

う
し
て
、

こ

れ
ら
勧
業
策
は
、

以
上
の

性
格
か
ら
、

一

般
の

農
民
に

と
っ

て
は
、

ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ

た
。

一

般
農
家
の

農
業
技
術
改

良
に
、

大
き
な
役
割
を
果
た
す
の

は
、

農
事
試
験
場
で

あ
る
が
、

そ
れ
は
、

一

八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
は
す
で

に

計
画
さ
れ
な
が
ら
、

一

八
八
〇
年

三

月
に
い

た
っ

て
、

よ
う
や
く
横
浜
末
吉
町
に

「
農
事
小
試
験
場
」
が
設
け
ら
れ
、

し
か
も
翌
年
八
月
の

通
常
県
会
で

早
く
も
廃
止
が
決
定
さ
れ
て

い

る
。

そ
の

後
一

八
九
六
（
明
治
二

十
九

）
年
に
い

た
っ

て
、

初
め
て

横
浜
市
岡
野
町
に

農
事
試
験
場
が
開
設
の

運
び
と
な
る
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

明
治
政
府
の

強
い

行
政
力
は
、

不
時
の

天
災
な
ど
に

際
し
て
は
、

近
世
期
に
は
思
い

も
よ
ら
な
か
っ

た
威
力
を
発
揮
し
た
。

一

八
七
八

（
明
治
十
一

）
年
、

橘
樹
郡
で

大
発
生
を
み
た
蝗
に

対
す
る
県
の

駆
除
措
置
に
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。

こ

の

年
七
月
、

同
郡
末
吉
村
の

市
場
村
内
飛
地
字
向
野
の

約
二

〇
町
歩
の

原
野
を
中
心
に

異
常
発
生
し
た
蝗
は
、

近
村
の

畑
作
物
大
豆
・

小
豆
・

草
棉
や
稲
な
ど
の

ほ
か
雑
草
・

小
笹
ま
で

も
食
い

尽
く
し
た
。

権
令
野
村
靖
は
、

急
ぎ
、

こ

れ
の

駆
除
方
指
揮
を
内
務
省
勧
農
局
に

申
請
し
、

同
局

は
、

直
ち
に

（
七
月
四
日

）、

少
書
記
官
佐
々

木
長
淳
・

九
等
属
小
林
寿
・

勧
農
局
試
験
場
雇
北
原
大
発
智
を
派
遣
し
て

駆
除
に

と
り
か
か
っ

た
。

駆

除
作
業
は
、

翌
五
日
は
豪
雨
の

た
め
着
手
で

き
ず
六
日

早
朝
か
ら
、

雨
の

中
で

始
め
ら
れ
た
が
、

そ
れ
は
次
の

よ
う
な
大
規
模
な
も
の
で

あ
っ

た
。

午
前
七
時
、

上
下
末
吉
村
、

市
場
村
か
ら
、

蓑
笠
を
つ

け
、

鎌
・

割
竹
・

箒
・

柳
の

生
枝
な
ど
を
持
っ

た
人
夫
二
一

四
人
と
外
に

老
幼
男
女
が
動
員
さ
れ
、

巡
査
一

人
が
一

手
の

人
夫
を
指
揮
し
、

区
戸
長
が
こ

れ
に

付
き
、

蝗
が
群
生
す
る
原
野
を
、

四
方
か
ら
囲
み
、

一

線
に

並
ん
で

法
螺
貝
で

進
退
を
指
示
し
、

ま
た
、

そ
の

後
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方
か
ら
声
を
発
し
て
蝗
が
他
に

散
乱
す
る
の

を
防
ぎ
つ

つ
、

草
を
刈
り
、

蝗
を
撲
殺
し
て
進
み
、

そ
の

後
か
ら
老
幼
が
死
ん
だ
蝗
を
取
り
集
め
た
。

局
員
や

県
官

は
、

原
中
の

小
高
い

所
に

仮
屋
を
設
け
休
息
所
と
し
、

こ

こ

で
老
幼
ら
が
集
め
た
蝗
を
、

一

升
（
約
蝗
一

〇
〇
〇
匹
）
三
銭
で
買
い

上
げ
る
こ

と
と
し
た
。

午
後
に

入
る
と
権
令
と
県
第
二

課
（
勧
業
）
全
員
が
出
張
し
来
り
、

さ
ら
に

第
三

大
区
六
小
区
、

第
四
大
区
五
小
区
の

区
戸
長
に

人
夫
の

動
員
を
命
じ
、

巡
査
四
名
を
増
員

し
て

午
後
六
時
過
ぎ
ま
で

作
業
を
続
け
、

一

日
で

買
い

上
げ
た
蝗
一

石
一

斗
八
升
二

合
、

焼
殺
、

撲
殺
を
合
算
し
て
、

お
よ
そ
一

石
七
斗
三

合
、

蝗
数
約
一

七
万
七
三

〇
〇
匹
を
殺
し
て
い

る
。

翌
七
日
も
雨
で
あ
っ

た
が
、

動
員
数
は
さ
ら
に

増
え
、

六
三
七
人
老
幼
男
女
を
加
え
総
計
一

〇

〇
〇
余
人
に

達
し
た
。

こ

れ
を
四
手
に

分
け
、

上
下
末
吉
・

獅
ケ
谷
村
を
一

番
組
、

駒
岡
・

師

岡
村
を
二

番
組
、

市
場
・

菅
沢
・

江
ケ
崎
村
を
三

番
組
、

矢
向
・

南
河
原
村
を
四
番
組
と
し
、

前
日
同
様
の

作
業
を
進
め
、

こ

の

日
は
買
い

上
げ
た
蝗
三

石
七
斗
七
升
六
合
八
勺
、

焼
殺
し
た

分
を
合
算
し
て
お
よ
そ
一

〇
石
三
斗
三

升
四
合（
蝗
数
一

〇
〇
万
三

〇
〇
〇
余
）を
駆
除
し
た
と

推
計
さ
れ
た
。

ま
た
こ

の

日
は
、

駒
岡
村
・

大
師
河
原
村
の

水
田
・

綱
島
村
・

矢
口

村
に

も
害
虫
発

生
の

報
が
あ
り
、

県
官
石
渡
正
敏
、

中
井
警
部
、

戸
長
関
口

源
左
衛
門
ら
が
該
村
に

出
張
し
た
。

八
、

九
日
は
、

前
日
の

四
組
の

人
夫
合
計
五
二

八
人
に

加
え
、

生
麦
、

鶴
見
両
村
か
ら
応
援
が

あ
り
、

老
幼
男
女
を
含
め
合
計
一

〇
〇
〇
余
人
で
さ
ら
に

巡
査
四
名
が
増
員
さ
れ
た
。

こ

の

両

日
は
、

直
径
凡
そ
三

間
の

叢
を
、

一

五
－
二

〇
間
間
隔
で
五
〇
余
か
所
ば
か
り
刈
り
残
し
て
お

き
、

こ

れ
に
蝗
を
追
い

込
み
、

叢
の

周
囲
に
乾
麦
藁
を
立
て

掛
け
火
を
点
じ
て
叢
を
焼
く
方
法

を
と
り
、

八
日
一

日
で
買
い

上
げ
た
蝗
一

石
九
斗
七
升
三

合
、

焼
殺
し
た
蝗
一

〇
石
余
、

合
計
一

一

石
九
斗
七
升
三

合
を
駆
除
し
た
と
計
算
さ
れ
た
。

八
日
は
午
後
七
時
ま
で

作
業
し
、

の

ち
人

夫
に
酒
を
給
し
て
い

る
。

九
日
は
、

同
様
の

作
業
を
行
っ

た
が
蝗
数
は
著
し
く
減
り
、

そ
の

た

橘樹郡で大発生したいなご 飯田助丸氏蔵
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め
捕
蝗
の

代
価
を
一

升
五
銭
に

増
し
、

一

斗
七
升
五
合
五
勺
を
買
い

上
げ
た
。

焼
殺
し
た
蝗
と
合
算
し
て
九
斗
二

升
五
合
五
勺
と
計
算
さ
れ
た
。

こ

の

日
を
も
っ

て

字
向
野
の

原
野
は
ほ
ぼ
駆
除
を
終
え
て
い

る
。

ま
た
、

九
日

午
後
か
ら
は
、

佐
々

木
長
淳
・

県
石
渡
四
等
属
・

中
井
十
等
属
に

警
部
二

名
が
大
師
河
原
村
へ

赴
き
、

区
戸
長
ら
と
と
も
に
、

八
日

実
施
し
た
水
田
へ

の

菜
種
油
散
布
の

結
果
を
見
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に

鯨
油
を
用
い

菜
種
油
と
の

効
果
の

比
較
を
試
み
た
。

す
な
わ
ち
、

約
一

反
の

田
の

水
面
に

鯨
油
半
ポ
ン

ド
を
撒
き
、

稲
苗
や
畔
草
を
、

柔
か
く
細
い

竹
竿
で

掃
い

蝗
を
水
中
に

落
と
し
溺
死
さ
せ
る
の

で
あ
る
が
、

菜
種
油
と
ほ
ぼ
同

じ
効
果
を
得
た
と
し
て
い

る
。

ま
た
、

さ
ら
に

大
師
河
原
村
近
村
諸
所
に

虫
害
発
生
の

報
を
聞
き
、

県
官
を
派
遣
し
て
い

る
。

こ

う
し
て
、

十
一

日

朝
、

勧
農
局
員

は
帰
京
し
た
（
一

八
七
八
年
七
月
十
五
日

佐
々

木
長
淳
「
神
奈
川
県
下
害
虫
駆
除
復
命
」『
農
務
顕
末
』）。

以
上
に

み
て

き
た
よ
う
に
、

内
務
省
勧
農
局
員
の

指
揮
の

下
で
、

県
権
令
を
先
頭
に
、

巡
査
ま
で

出
張
し
て
、

多
数
の

村
民
を
動
員
し
、

大
量
発

生
し
た
蝗
の

駆
除
に

成
功
し
て
い

る
。

一

般
農
民
に

と
っ

て
は
、

こ

の

時
期
に

お
け
る
県
の
一

見
新
奇
な
勧
業
事
業
よ
り
も
、

技
術
的
に

は
在
来
の

駆
除
法
を
踏
襲
し
、

災
害
時
に
だ
け
発
動
さ
れ
る
、

以
上
の

よ
う
な
応
急
策
の

方
が
、

は
る
か
に

大
き
な
意
味
を
も
っ

た
と
い

え
よ
う
。

共

進

会

等

の

開

催

明
治
十
年
代
に

は
、

本
県
下
で
、

政
府
ま
た
は
数
府
県
が
連
合
し
て

主
催
す
る
共
進
会
が
二

度
に

わ
た
っ

て

開
か
れ
た
。

い

ず
れ

も
、

こ

の

種
共
進
会
の

最
初
を
な
す
も
の

で

あ
っ

た
。

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
の

製
茶
共
進
会
は
、

全
国
的
共
進
会
の

初
め
て
の

も
の
で
、

横
浜
町
会
所
で

九
月
十
五
日
か
ら
十
月
十
五

日
に

か
け
て

開
か
れ
た
。

生
糸
繭
製
茶
共
進
会
と
し
て

計
画
さ
れ
た
が
、

実
際
に
は
製
茶
だ
け
の

出
品
・

審
査
が
な
さ
れ
た
。

こ

れ
が
横
浜
で

開
か
れ
た
の

は
、

こ

こ

が
茶
の

最
大
の

輸
出
港
で

あ
る
た
め
で
、

出
品
は
全
国
主
要
茶
産
地
か
ら
よ
せ
ら
れ
、

本
県
下
か
ら
の

出
品
は
少
な
か
っ

た
。

本
県
か
ら
製
茶

審
査
掛
員
に

入
っ

た
大
谷
嘉
兵
衛
は
、

横
浜
有
数
の

茶
商
で
、

関
心
は
、

全
国
茶
産
地
に

向
け
ら
れ
、

県
下
の

茶
生
産
に
つ

い

て

の

関
心
は
薄
い
。

ま
た
、

こ

の

と
き
、

共
進
会
参
会
者
中
の

茶
事
精
通
者
を
集
め
、

十
月
十
四
日

か
ら
十
九
日

ま
で
の

間
茶
事
集
談
会
が
開
か
れ
た
。

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
十
月
に

は
、

府
県
連
合
共
進
会
の

最
初
の

試
み
が
八
王
子
で

開
催
さ
れ
た
。

神
奈
川
・

群
馬
・

埼
玉
・

栃
木
四
県
の

主
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催
で
、

こ

れ
ら
の

県
の

主
要
生
産
品
で

あ
る
繭
・

生
糸
・

織
物
の

出
品
・

審
査
が
行
わ
れ
た
。

こ

れ
ら
共
進
会
は
、

以
後
、

主
催
県
・

開
催
地
を
変

え
て
、

そ
れ
ぞ
れ
回
を
重
ね
て
い

く
。

本
県
が
参
加
す
る
府
県
連
合
共
進
会
は
、

一

八
八
二

年
十
月
に
、

右
四
県
の

ほ

か

福
島
・

山
梨
・

長
野
を

加
え
、

第
二

回
目
の

繭
生
糸
織
物
（
絹
織
物
・

木
綿
織
物

）
共
進
会
が
桐
生
で

開
か
れ
、

さ
ら
に
一

八
八
三

年
二

月
に

は
、

神
奈
川
・

東
京
・

埼
玉
・

群
馬
・

千
葉
・

栃
木
の
一

府
五

県
連
合
、

米
麦
大
豆
菜
種
綿
茶
共
進
会
が
初
め
て

浦
和
で
、

一

八
八
五

年
五

月
に

は
、

右
に

茨
城
を
加
え
て

第
二

回

の
一

府
六
県
連
合
農
産
共
進

会
（
米
・

麦
・

綿
・

茶
・

菜
種
・

煙
草

）
が
千
葉
で
、

翌
年
四
月
に
は
、

水
産
物
・

食
用
品
・

肥
料
・

雑
用
品
の
、

神
奈

川
・

東
京
・

埼
玉
・

千
葉
・

静
岡
・

茨
城
・

福
島
一

府
六
県
連
合
共
進
会
が
同
じ
く
千
葉
で

開
か
れ
た
。

つ

い

で
一

八
八
七
（
明
治
二

十

）
年
十
月
に

は
、

前
記
繭
・

生
糸
・

織
物
の

連
合
共
進
会
の

第
三

回
目
が
、

本
県
の

主
催
で

再
び
八
王
子
で

開
か
れ
た
。

こ

の

と
き
に
は
連
合
区
域
を
さ
ら
に

広

げ
、

東
京
・

千
葉
・

茨
城
を
加
え
た
一

府
九
県
連
合
と
な
っ

た
。

さ

ら
に

翌
一

八
八
八
（
明
治
二

十
一

）
年
四
月
に

は
、

前
記
関
東
一

府
六
県
連
合

共
進
会
の

第
三

回
目
が
、

茨
城
県
の

主
催
で

水
戸
で

開
か
れ
た
（
出
品
品
目
は
、

米
・

麦
・

実
綿
・

煙
草
・

製
茶
・

織
物
・

家
禽

）。

こ

う
し
た
共
進
会
の

他
、

政
府
で

主
催
す
る
内
国
勧
業
博
覧
会
が
一

八
七
七
（
明
治
十

）年
以
降
数
度
に

わ
た
っ

て

開
か
れ
、

ま
た
、

内
務
省
勧
農

局
は
大
日

本
農
会
に

委
託
し
て
一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
三

月
に
全
県
三

府
三

七
県
の

老
農
を
集
め
、

全
国
農
談
会
を
開
催
し
、

一

八
九
〇
（
明
治

二

十
三

）
年
第
三

回
内
国
勧
業
博
覧
会
の

機
に
そ
の

第
二

回
が
も
た
れ
た
。

以
上
の

共
進
会
、

内
国
勧
業
博
覧
会
で

神
奈
川
県
の

成
績
は
芳
し
く
な
い
。

例
え
ば
、

一

八
八
七
（
明
治
二

十

）
年
の
一

府
九
県
連
合
繭
生
糸
織
物

共
進
会
の
、

出
品
受
賞
人
を
府
県
別
に

み
る
と
（
表
二
－

三

）、
神
奈
川
県
は
、

主
催
県
で

あ
り
な
が
ら
、

一

、

二

等
賞
（
計
一

六
人

）
の

受
賞
者
は
な

く
、

一

－
六
等
ま
で
の

受
賞
者
の

出
品
人
総
数
に

対
す
る
割
合
も
、

繭
・

生
糸
・

織
物
と
も
に
、

一

府
九
県
の

平
均
値
を
下
回
っ

て
い

る
。

こ

の

よ

う
な
県
は
他
に

栃
木
県
が
あ
る
の

み
で
、

他
の

諸
府
県
は
、

少
な
く
も
一

部
門
で

は
平
均
を
上
回
る
受
賞
率
を
あ
げ
、

と
く
に

群
馬
・

福
島
県
の

受

賞
率
は
す
べ

て

の

部
門
で

平
均
を
超
え
て
い

る
。

こ

の

こ

と
は
、

神
奈
川
県
の

養
蚕
・

製
糸
・

織
物
業
の

経
済
的
発
展
の

低
さ
と
い

う
よ
り
は
、

技
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表2
－

3

　1887

（
明
治20

）
年1

府9

県
連
合
共
進
会
（
八
王
子
）
の
府
県
別
受
賞
成
績

注
　
「
一
府
九
県
連
合
繭
生
糸
織
物
共
進
会
報
告
」
明
治21

年
神
奈
川

県
刊
よ

り

作
成
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術
の

低
位
性
と
管
下
人
民
の

こ

れ
ら
共
進
会
に

対
す
る
熱
意
の

低
さ
を
示
す
も
の

で

あ
ろ
う
。

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
の

東
京
浅
草
寺
で

の

全
国
農
談
会
に
は
、

神
奈
川
県
か
ら
は
、

北
多
摩
郡
砂
川
村
吉
沢
市
之
丞
・

橘
樹
郡
溝
口

村
鈴
木

直
成
・

鎌
倉
郡
梶
原
村
石
井
八
郎
右
衛
門
が
出
席
し
、

一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
東
京
木
挽
町
厚
生
館
で

の

第
二

回
全
国
農
談
会
に

は
、

北
多
摩

郡
村
山
村
大
岱
の

市
川
幸
吉
・

橘
樹
郡
旭
村
沢
野
国
平
・

大
住
郡
高
部
屋
村
山
口

書
輔
が
出
席
し
た
。

山
口

書
輔
が
の

ち
に

履
歴
書
に

記
し
て
い

る

よ
う
に
、

農
談
会
出
席
者
は
県
が
「
選
抜
」
し
た
の

で

あ
る
が
（
一

八
九
三

年
「
履
歴
書
山
口

書
輔
自
記
」
伊
勢
原
市
上
糟
屋

山
口
一

夫
家
文
書
）、

選
抜

さ
れ
た
者
に

と
っ

て

こ

の

全
国
農
談
会
は
、

殊
ニ

光
栄
ノ

会
ニ

テ

各
大
臣
ノ

臨
席
ハ

勿
論
、

二

重
橋
内
ニ

テ
陛
下
ノ

拝
顔
ヲ

許
サ
レ
、

亦
芝
離
宮
ノ

拝
観
ヲ

許
サ
レ
、

同
所
ニ

於
テ
茶
菓
ヲ

賜
リ
其
他
農
商
務
省

ノ

厚
遇
種
〻

ア

リ

と
い

う
栄
誉
あ
る
も
の

で

あ
っ

た
。

一

、

二

回
の

農
談
会
を
通
じ
て
、

神
奈
川
県
の

出
席
者
は
、

麦
・

養
蚕
・

茶
な
ど
主
に

畑
作
技
術
に
つ

い

て

語

っ

て
い

る
。

前
記
山
口
は
、

第
二

回
農
談
会
で

「
農
家
経
済
の

現
状
特
に

之
か
上
進
を
図
る
の

手
段
」
と
い

う
農
務
局
下
付
の

問
題
に

対
し
、

神
奈

川
県
出
席
者
を
代
表
し
て

「
県
下
農
事
の

現
況
は
之
を
陳
ふ
る
も
参
考
に

資
す
る
も
の

な
く
上
進
の

手
段
も
間
接
に
は
意
見
な
き
に

非
さ
れ
と
も
直

接
に

考
案
せ
し
も
の

あ
ら
す
」
と
の
べ
、

た
だ
「
古
来
我
国
農
民
を
賤
す
る
の

風
あ
る
は
農
業
改
良
上
の

障
害
な
り
」
と
し
て

農
家
の

知
識
を
進
め
、

地
位
を
高
め
る
た
め
「
小
学
校
に

農
業
科
を
加
へ

幼
稚
の

時
よ
り
し
て
農
事
に

習
熟
せ
し
」
め
る
と
い

う
「
間
接
」
の

方
法
を
提
案
す
る
に

と
ど
ま

っ

た
。

他
県
出
席
者
の

多
く
が
、

県
下
農
家
の

実
状
を
具
体
的
に

報
告
し
て
い

る
の

に

対
し
、

著
し
く
観
念
的
で

あ
る
。

山
口

は
、

こ

の

年
「
農
業

小
学
」、
「
小
学
農
家
経
済
法
」
の

二

著
を
著
わ
し
て
い

る
が
（『
資
料
編

』17
近
代
・

現
代（7

）
一

七

）、

足
柄
県
事
務
見
習
・

神
奈
川
県
地
租
改
正
掛
雇
・

同

県
御
用
掛
・

愛
甲
郡
書
記
・

県
勧
業
課
九
等
属
を
い

ず
れ
も
短
期
間
勤
め
た
経
歴
を
も
っ

て
い

る
。

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
十
二

月
彼
は
「
世
事

ノ

改
進
ニ

連
レ

四
方
ニ

民
権
論
盛
ン

ニ

興
ル
、

吾
亦
素
心
民
権
ヲ

重
シ
、

自
由
ヲ

愛
ス
、

区
々

タ
ル

吏
務
ニ

齷
齪
ス

ル

ニ

懶
シ

ク

」（
前
掲
「
履
歴
書
」）、
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官
途
を
辞
し
、

民
智
改
進
の

た
め
大
磯
に

湘
南
社
を
設
立
し
、

ま
た
、

山
口

左
七
郎
ら
と
と
も
に

伊
勢
原
に

講
学
会
を
組
織
し
た
。

そ
し
て
一

八
八
二

年
県
会
議
員
に

選
ば
れ
、

半
年
後
に

辞
し
て

上
糟
屋
村
戸
長
に
一

八
八
三

年
末
ま
で

心
な
ら
ず
も
就
任
し
た
。

こ

の

経
歴
か
ら
し
ら
れ
る
よ
う
に
、

彼
は
、

官
途
を
就
く
の

を
厭
う
啓
蒙
的
な
農
民
指
導
者
で

あ
っ

た
が
、

自
ら
は
農
業
の

経
験
に

乏
し
く
、

ま
た
、

県
下
農
民
の

実
情
を
よ
く
把
握
し

て
い

る
と
は
い

い

が
た
い
。

こ

の

よ
う
に
、

県
下
農
民
の

農
業
発
展
の

意
欲
は
、

こ

の

時
期
の

全
国
農
談
会
に
は
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い

な
い
。

注（1）
　
勧
業
課
は
、

の

ち
に
一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
九
月
の

事
務
章
程
改
正
で
、

興
行
掛
・

物
産
掛
の

二

掛
に

分
け
ら
れ
、

前
者
は
、

銀
行
・

諸
会
社
・

市
場

・

諸
鉱
開
採
願
の

事
務
を
管
掌
し
、

牧
場
開
場
、

家
畜
繁
殖
、

土
地
開
墾
の

事
業
を
管
掌
し
、

諸
営
業
人
の

盛
衰
比
較
表
の

調
理
・

勧
業
授
産
の

資
本
金
の

管
理
を
担
当
、

後
者
は
、

博
覧
会
の

事
務
管
理
と
そ
の

出
品
の

勧
奨
・

諸
物
品
調
査
、

物
価
・

物
産
表
の

編
製
、

種
芸
試
験
・

生
糸
・

蚕
卵
紙
関
係
事
務
の

管
掌
、

物
産
蒐
集
場
の

管
理
、

諸
工
作
営
業
関
係
事
務
の

管
掌
を
担
当
す
る
と
さ
れ
た
。

な
お
、

同
年
十
月
の

改
正
で
、

後
者
に

は
さ
ら
に
、

田
畑
虫
害
予

防
事
務
の

管
掌
、

営
業
税
雑
種
税
賦
課
法
査
定
へ

の

参
与
、

が
追
加
さ
れ
て
い

る
。

つ

い

で
一

八
八
〇
年
六
月
の

事
務
章
程
改
正
で
は
、

興
業
・

殖
産
の

二

掛
と
な
り
、

一

八
八
一

年
九
月
の

同
改
正
で
、

常
務
・

農
務
・

商
工
務
・

山
林
の

四

掛
に

分
か
れ
た
。

事
務
章
程
改
正
は
、

以
後
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い

る
。

（

2

）
　
そ
の

器
械
製
糸
場
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

生
糸
改
会
社
、

踏
車
二

四
人
取
（『
県
治
一

覧
表
』
で
は
二

八
人
取
）、

多
摩
郡
八
王
子
駅
、

一

八
七
七（
明
治
十
）

年
六
月
二

十
一

日

開
業
。

萩
原
彦
七
、

水
車
四
八
人
取
、

同
郡
中
野
村
、

同
年
六
月
二

十
二

日

開
業
。

田
代
平
兵
衛
、

水
車
五
〇
人
取
、

同
郡
長
沢
村
、

同

年
六
月
二

十
三

日
開
業
。

萩
原
平
蔵
、

踏
車
一

〇
人
取
、

同
郡
小
山
村
、

同
年
八
月
六
日

開
業
。

矢
島
千
七
、

踏
車
一

二

人
取
（『
県
治
一

覧
表
』
で
は
一

〇
人
取
）、

八
王
子
寺
町
、

同
年
八
月
六
日

開
業
。

（『
神
奈
川
県
史
料
』
第
二

巻
、

三

九
二
ペ

ー
ジ
、

人
名
は
、

明
治
十
一

年『
県
治
一

覧
表
』
に
よ
る
）。
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三
　
養
蚕
業
の

発
展

養
蚕

業

発

展

の

概

観

明
治
に

入
っ

て
、

県
下
の

農
業
の

な
か
で
、

養
蚕
業
が

最
も
め
ざ
ま
し
い

発
展
を
と
げ
た
。

そ
の

急
速
な
発
展

は
、

明
治
十
年
代
前
半
に

生
じ
た
も
の

で

あ

る
（
表
二
－

四
・

二
－

五

）。

連
年
比
較
に

耐
え
う
る
統
計
が
作
ら
れ
た
一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
か
ら

一

八
八
二

年
ま
で
の

三

年
間
に
、

繭
産
額
は
三
五

㌫
増
し
、

ま
た
、

仮
り

に
一

八
七
七
（
明
治
十
）
年
の

繭
産
額
（
貫
表
示
）
を
、

乾
繭
一

升
が
四
〇
匁

と
低
目
に

換
算
値
を
と
っ

て

推
算
す
る
と
二

万
四
七
二

石
余
と
な
り
、

一

八
七
七
年
か
ら
一

八
八
〇
年
に

か
け
て
の

繭
産
額
の

増
加
は
四
倍
を
超
え

る
ほ
ど
に

な
る
。

こ

れ
を
郡
別
に

み
る
と
、

明
治
初
め
の

主

要
養

蚕
地

帯
、

多
摩
・

高
座
・

津
久
井
・

愛
甲
郡
の

う
ち
、

と
く
に
多
摩
・

高
座
郡

で

急
激
な
発
展
を
と
げ
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
物
産
表
」の
統
計
数

値
は
精
度
が
低
い

の

で
、

右
の

推
計
を
そ
の

ま
ま
認
め
る
こ

と
は
で

き
な

い

が
、

少
く
も
、

一

八
七
七
（
明
治
十
）
－
八
二

年
の

間
に
、

と
く
に

多
摩
・

高
座
郡
で

急
激
な
養
蚕
業
の

発
展
が
み
ら
れ
た
こ

と
は
確
か
で

あ
る
。

こ

表2－4　神奈川県における養蚕業の発展（1880－1892年）

注　1　『神奈川県統計書』より作成。
2　＊印は郡別数値のうち明らかな誤りを補正した。

3　1877（明治10）年繭産額（東京府下多摩郡部分を含む）は81，890貫080。
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れ
は
、

前
節
で

み
た
と
こ

ろ
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ

の

時
期
の

勧
業
政
策
と
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
な

か
た
ち
で
、

農
民
自
ら
が
つ

く
り

だ
し
た
も
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

こ

の

養
蚕
業
の

発
展

は
、

明
治
十
年
代
後
半
の

紙
幣
整

理
期
に
い

た
っ

て

挫
折
し
、

と
く

に

農
業
不
況
が
極
度
に

ま
で

達
し

た
一

八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に
は

繭
産
額
も
、

一

八
八
〇
年
の

六
割

ほ
ど
に

減
少
し
た
。

そ
し
て
、

以

後
再
び
立
ち
直
り
を
み
せ
た
も
の

の
、

一

八
九
二

年
ま

で

の

間
で

は
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
の

産
額
に

ま
で

つ

い

に

回

復
し

な

い
。

紙
幣
整
理
が
県
下
養
蚕
業
と

表2－5　郡別繭産額・養蚕農家割合の変遷（1884－1892年）

注　1　上段　繭産額（石），下段　農家中養蚕農家割合（％）。
2　『神奈川県統計書』より作成。
3　1877（明治10）年は物産表から仮りに乾繭1石＝4貫として推算した産額。
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養
蚕
農
民
に

与
え
た
打
撃
が
い

か
に

大
き
か
っ

た
か
が
わ
か
る
。

養
蚕
業
の

地

域

的

性

格

県
下
養
蚕
業
の

中
心
は
、

前
編
で
の
べ

た
よ
う
に
、

多
摩
・

高
座
・

愛
甲
・

津
久
井
郡
で

あ
る
が
、

明
治
十
年
代
前
半
の

発
展
の

結

果
、

こ

こ

で
は
農
家
の

五
四
－
八
七
㌫
が
養
蚕
に

従
事
す
る
に
い

た
っ

て
い

る
。

と
く
に
、

西
多
摩
・

津
久
井
郡
で
の

養
蚕
農
家

の

割
合
は
、

八
七
㌫
に

も
お
よ
び
、

ほ

と
ん
ど
の

農
家
が
養
蚕
に

携
わ
っ

て
い

た
と
い

っ

て

過
言
で
は
な
い
。

こ

こ

で

は
、

養
蚕
農
家
の

多
く
が
自

家
で

製
糸
し
て
い

た
。

津
久
井
郡
川
尻
・

小
倉
・

鳥
屋
・

中
野
・

三

ケ
木
村
五
か
村
の

例
を
み
る
と
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
現
在
（
中
野
村
は

一

八
八
八
年
現
在
）
で
、

養
蚕
農
家
七
一

一

戸
の

う
ち
製
糸
を
行
っ

て
い

な
い

家
は
、

わ
ず
か
一

五

戸
に

す
ぎ
な
い

（
本
章
第
二

節
二

参
照
）。

養
蚕
農

家
一

戸
当
た
り
平
均
の

収
繭
量
は
県
平
均
で
一

・

七
二

石
（
一

八
八
四
年
現
在

）
で

あ
る
が
、

前
記
養
蚕
地
帯
六
郡
の

そ
れ
は
、

北
多
摩
郡
の
一

・

九

一

石
を
除
き
他
は
い

ず
れ
も
こ

れ
を
下
回
っ

て
い

る
。

養
蚕
地
帯
六
郡
で
は
、

零
細
な
農
家
に
い

た
る
ま
で

広
く
養
蚕
に

従
事
し
て
い

る
こ

と
を
示

す
も
の

で

あ
ろ
う
。

こ

れ
に

対
し
、

都
筑
・

鎌
倉
郡
は
、

養
蚕
農
家
の

割
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
三
五
・

一

九
㌫
と
低
い

が
、

一

戸
当
た
り
平
均
収
繭
量

は
、

二
・

六
一

石
、

二
・

二

二

石
と
高
い
。

こ

こ

で
は
、

中
・

上
層
農
家
を
中
心
に

養
蚕
が
行
わ
れ
て
い

る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

わ
ず
か
な
土
地

し
か
持
た
な
い

零
細
な
養
蚕
農
民
は
、

桑
を
買
う
か
、

あ
る
い

は
小
作
地
か
ら
桑
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

そ
れ
で
、

養
蚕
地

帯
六

郡
で

は
、

こ

れ
に

対
応
し
た
小
作
関
係
の

展
開
が
み
ら
れ
る
。

桑
附
小
作
・

桑
放
（
桑
抜
）
小
作
と
い

う
二

種
の

畑
小
作
関
係
が
そ
れ
で

あ
る
（
沢
木
武
美

前
掲
論
文
）。

桑
附
小
作
は
、

小
作
人
が
畑
地
と
と
も
に
そ
の

周
囲
に

植
え
付
け
て

あ
る
桑
樹
を
借
り
、

あ
る
い

は
借
り
た
畑
の

周
囲
に

小
作
人
が
桑

を
植
え
付
け
、

こ

れ
を
自
由
に

利
用
す
る

も
の

で
、

小
作
人
が
地
主
に

納
め
る
小
作
料
（
多
く
は
金
納
）
は
、

借
地
料
に

桑
葉
代
金
を
加
算
し
て

定
め

ら
れ
る
（
田
嶋
悟

前
掲
論
文
）。

小
作
農
民
は
、

こ

う
し
て
、

養
蚕
を
営
む
こ

と
が
可
能
と
な
る
の

で

あ
る
。

桑
放
（
桑
抜

）
小
作
は
、

畑
地
は
小
作

人
が
借
り
る
が
、

そ
こ

に

植
え
て

あ
る
桑
樹
は
、

地
主
が
管
理
・

利
用
す
る
。

こ

の

ば
あ
い

は
、

地
主
が
桑
葉
を
収
得
し
、

こ

れ
に

よ
っ

て

自
ら
養

蚕
経
営
を
い

と
な
む
か
、

あ
る
い

は
こ

れ
を
他
の

養
蚕
農
家
（
ま
た
は
仲
買
人
）
へ

販
売
す
る
。

高
座
郡
相
原
村
小
川
家
（
一

八
九
二

年
所
有
地
一

〇
五
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町
一

反
、

う
ち
畑
四
二

町
三
反
）
で

の

桑
小
作
は
、

す
べ

て

桑
附
小

作
の

形
態
を
と
っ

て
い

る
。

自

家
も
自
ら

明
治
二

年
（
一

八
六

九
）
三

四
貫
五

〇
〇
匁
ほ
ど
の

養
蚕
を
い

と
な
ん
で
い

る
が
、

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
に
は

二

六
貫
余
に

減
少
し

て

い

る

（
田
嶋

前
掲
論
文
）。

こ

の

桑

は
も
っ

ぱ
ら
自
作
地
の

そ
れ
を

あ
て
て
い

る
の

で

あ
ろ
う
。

南

多
摩
郡
蓮
光
寺
村
富
沢
家
（
一

八
八
七
年
田
四
町
二

反
、

畑
六
町

三

反
、

山
林
三
一

町
一

反
所
有
）

は
、

一

八
七
五
（
明
治
八
）
年
以

降
一

八
八
〇
年
ま
で

畑
地
（
自

作
桑
園
五
反
余
と
小
作
畑
の

畦
畔
）

表2－6　北多摩郡蔵敷村内野杢左衛門家の畑小作料の変化（1873－1883年）

注　1　「十五年壬午，十六年癸未明治公文編年集十」（東大和市蔵敷内野禄太郎家蔵）より作

成。

2　大麦1俵は5斗入，大麦の価格は1883（明治16）年内野家は1石2円に換算している。
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へ

盛
ん
に

桑
樹
植
付
け
を
行
っ

て
い

る
が
、

養
蚕
経
営
は
小
規
模
で
、

自
作
桑
園
と
桑
放
小
作
地
か
ら
の

桑
葉
は
、

多
く
は
近
く
の

零
細
養
蚕
農
家

に

販
売
し
た
。

し
か
し
、

一

八
八
四
年
に
は
自
作
桑
園
を
廃
止
し
、

そ
れ
と
と
も
に

桑
葉
販
売
も
三

分
の
一

近
く
に

縮
小
し
た
。

同
家
の

桑
小
作
地

は
明
治
十
年
代
を
通
じ
て
ほ
ぼ
六
町
弱
で

あ
る
が
、

う
ち
桑
放
小
作
を
と
る
も
の

は
、

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
二

町
四
反
か
ら
同
二

三

年
一

町
四

反
へ

と
一

貫
し
て

減
少
し
、

次
第
に

桑
附
小
作
が
支
配
的
に

な
っ

て
い

る
（
沢
木

前
掲
論
文
）。

ま
た
、

北
多
摩
郡
蔵
敷
村
内
野
杢
左
衛
門
家
の

小

作
畑
は
、

一

八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
現
在
三

町
一

反
余
（
表
掲
二

町
九
反
三
畝
弱
の

他
に

小
作
料
額
不
明
の

三

筆
が
あ
る

）
で
、

こ

の

う
ち
一

一

筆
七
反
一

畝
二

五
歩
が
桑
抜
小
作
で

あ
っ

た
（
表
二
－

六
）。

内
野
家
は
、

こ

の

地
か
ら
採
取
し
た
桑
葉
で
、

自
ら
養
蚕
・

製
糸
を
行
っ

て
い

る
。

同
家
で

は
、

同
地
帯
で

急
速
に

養
蚕
業
が
発
展
し
た
一

八
七
三
（
明
治
六
）
－
八
一

年
ま
で

の

間
に
、

大
幅
な
小
作
料
引
上
げ
が
な
さ
れ
て
い

た
。

こ

れ
は
、

同
家

の

み
な
ら
ず
、

前
記
小
川
・

富
沢
家
も
ま
た
同
様
で

あ
り
、

い

ず
れ
も
地
租
改
正
に
よ
る
畑
租
の

大
幅
な
増
加
に

も
と
づ

く
も
の

で

あ
っ

た
。

し
た

が
っ

て
、

内
野
家
の

ば
あ
い
、

一

八
八
一

年
の

地
価
修
正
で

減
租
に
な
っ

た
小
作
畑
で
は
、

わ
ず
か
で

は
あ
る
が
小
作
料
を
減
額
さ
せ
て
い

る
。

ま

た
、

農
産
物
価
格
の

低
落
を
考
慮
し
、

一

部
を
大
麦
の

現
物
納
に

改
め
て
い

る
。

以
上
の

地
主
の

動
向
を
み
る
と
、

養
蚕
業
の

急
速
な
発
展
の

時
期

は
、

一

方
で
は
、

畑
租
の

増
大
、

小
作
養
蚕
経
営
に

と
っ

て
は
小
作
料
の

増
大
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
の

で

あ
り
、

養
蚕
経
営
に
よ
る
貨
幣
収
入
の

増
大
は
、

地
主
の

畑
小
作
料
収
入
を
保
証
し
て

も
、

養
蚕
自
小
作
農
民
の

経
営
発
展
に
は
結
果
し
な
か
っ

た
と
い

え
よ
う
。

そ
し
て
、

明
治
十
年
代

後
半
の

繭
・

糸
価
の

暴
落
は
、

こ

れ
ら
養
蚕
経
営
を
破
滅
さ
せ
る
と
と
も
に
、

地
主
の

畑
小
作
料
収
入
を
も
困
難
に

し
た
の

で

あ
っ

た
。

相
原
村
小

川
家
を
例
に
と
れ
ば
、

同
家
畑
小
作
料
収
入
の

滞
り
は
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
分
は
八
・

二

㌫
で

あ
っ

た
が
、

翌
一

八
八
二

年
に

は
三
一

㌫
、

一

八
八
三

年
に
は
六
四
㌫
、

一

八
八
四
年
五

〇
㌫
に

も
達
し
て
い

る
（
田
嶋

前
掲
論
文
）。

不

況

後
の

養

蚕

業

次
に
の
べ

る
農
業
不
況
に

よ
っ

て
、

大
き
な
打
撃
を
受
け
た
県
下
の

養
蚕
業
は
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に
、

収
繭
額
が
一

八

八
〇
（
明
治
十
三

）
年
の

七
三

㌫
ほ
ど
に

回
復
し
、

以
降
停
滞
傾
向
を
示
す
が
、

こ

れ
を
郡
別
に

み
る
と
、

明
治
十
年
代
に

は
、

ほ
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と
ん
ど
養
蚕
業
が
展
開
し
て
い

な
か
っ

た
相
模
川
以
西
地
帯
に

も
、

養
蚕
が
普
及
し
、

と
く
に

大
住
郡
・

足
柄
上
郡
で
は
平
均
養
蚕
農
家
一

戸
当
た

り
の

収
繭
額
は
一

石
以
下
と
い

う
零
細
な
規
模
で
は
あ
る
が
、

全
農
家
の

二

〇
－
三

〇
㌫
が
養
蚕
を
営
む
よ
う
に

な
っ

た
。

こ

れ
に

対
し
、

養
蚕
地

帯
六
郡
の

繭
産
額
は
、

ほ
ぼ
一

八
八
四
年
当
時
の

額
に

停
滞
し
、

た
だ
養
蚕
農
家
の

割
合
だ
け
が
増
大
し
総
農
家
の

七
〇
－
九
〇
㌫
に

達
し
た
。

こ

こ

で
は
、

養
蚕
業
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の

農
家
に

と
っ

て
、

不
可
欠
の

現
金
収
入
源
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

ま
た
、

養
蚕
農
家
の

比
率
は
少
な
い

が
、

そ
の

平
均
一

戸
当
た
り
収
繭
量
が
二
・

二

－
二
・

六
石
と
県
下
で

最
高
で

あ
っ

た
都
筑
・

鎌
倉
郡
で

は
、

養
蚕
農
家
の

比
率
が
増
大
し
、

そ
れ

に
つ

れ
、

平
均
一

戸
当
た
り
収
繭
量
は
低
下
し
、

鎌
倉
郡
で
は
明
治
二

十
年
代
に

入
る
と
一

石
以
下
に

ま
で

落
ち
込
ん
で
い

る
。

こ

の

両
郡
で

特
徴

的
に
み
ら
れ
た
、

自
作
な
い

し
自
作
地
主
に

よ
る
比
較
的
大
規
模
な
養
蚕
経
営
の

解
体
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

不
況
が
回
復
に

向
か
っ

た
一

八
八
七
（
明
治
二

十
）
年
、

神
奈
川
県
主
催
で
八
王
子
で

開
催
さ
れ
た
一

府
九
県
連
合
繭
生
糸
織
物
共
進

会
に

お

い

て
、

神
奈
川
県
出
品
繭
は
他
府
県
に

比
し
て

遜
色
あ
る
も
の

が
多
か
っ

た
（
表
二
－

三

）。

同
会
終
了
後
の

講
話
会
で
、

審
査
官
・

農
商
務
省
属
高
橋

信
貞
は
、

神
奈
川
県
出
品
繭
の

欠
点
に
つ

い

て

次
の

よ
う
な
指
摘
を
行
っ

て
い

る
。

本
県
ノ

繭
ハ

前
年
ニ

比
ス

レ

ハ

頗
ル

進
歩
ノ

状
ア

リ
、

然
レ

ト
モ
、

撰
種
ノ

未
タ
完
カ
ラ

サ
ル

カ

為
メ

種
類
雑
駁
、

一

人
ノ

出
品
ニ

シ

テ
数
十
有
余
種
ノ

混
同
セ

シ

モ

ノ

ア

リ
、

養
法
稍
佳
良
ナ
ル

モ
、

貯
蔵
法
ノ

完
カ
ラ

サ
ル

ヨ

リ
黴
気
ヲ

含
ミ
タ
ル

モ

ノ

ア

リ
、

殺
蛹
法
ノ

適
度
ヲ

失
ヒ

タ
ル

ヨ

リ
解
舒
渋
難
ナ
ル

モ

ノ

ア

リ
…
…

と
く
に
一

人
の

出
品
繭
中
に

数
十
も
の

種
類
が
混
同
し
て
い

る
と
い

う
指
摘
は
、

神
奈
川
県
に

対
し
て
だ
け
よ
せ
ら
れ
た
も
の

で

あ
る
。

こ

の

特

色
は
、

本
県
の

養
蚕
経
営
が
多
く
は
零
細
で
、

か
つ

自
家
製
糸
と
結
合
し
て
い

る
た
め
、

精
製
さ
れ
た
高
価
な
銘
柄
・

蚕
種
を
用
い

る
こ

と
を
好
ま

ず
、

ま
た
原
料
繭
の

品
質
統
一

を
強
く
求
め
る
器
械
製
糸
業
者
の

影
響
下
に

な
い

こ

と
を
示
す
も
の

で

あ
ろ
う
。

武
相
蚕
糸
協

会

の

設

立

こ

う
し
た
県
下
産
繭
の

品
質
向
上
を
意
図
す
る
動
き
は
、

ま
ず
八
王
子
の

糸
商
ら
に

よ
る
一

八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
六
月
武
相
蚕

糸
改
良
協
会
設
立
に

始
ま
る
。

発
起
人
惣
代
八
王
子
横
山
町
谷
合
弥
七
（
一

八
八
六
年
地
価
九
九
八
七
円
余
）
の

亡
父
弥
二

は
、

前
述
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一

八
八
七
年
府
県
連
合
共
進
会
で
、

「
蚕
糸
ノ

粗
製
ニ

シ

テ

海
外
ノ

輸
販
ニ

適
セ

サ
ル

ヲ

憂
ヒ
、

夙
ニ

製
糸
場
ヲ

起
シ

テ

改
良
ノ

方
針
ヲ

示
シ
、

武

相
改
良
協
会
ヲ

開
キ
テ

該
生
糸
粗
製
ノ

弊
ヲ

矯
メ
、

尚
ホ
、

座
繰
生
糸
ノ

揚
枠
所
ヲ

起
シ

テ
、

汎
ク
当
業
者
ノ

用
ニ

供
」
す
る
な
ど
生
前
多
年
の

刻

苦
に

対
し
、

金
一

五

円
の

追
賞
を
う
け
、

ま
た
同
じ
く
惣
代
の

富
田
造
酒
之
助
は
、

右
共
進
会
で
の

出
品
人
惣
代
と
し
て

神
奈
川
県
知
事
の

開
場
の

辞
に

対
し
答
辞
を
述
べ

て
い

る
人
物
で

あ
る
。

し
か
し
、

同
会
の

申
合
規
則
に
は
、

協
会
の

検
査
を
受
け
る
対
象
に
、

繭
類
も
掲
げ
ら

れ

て

い

る

が
、

主
眼
は
も
っ

ぱ
ら
生
糸
類
に

あ
っ

た
。

蚕

糸

業

組

合
の

設

立

県
下
産
出
の

蚕
種
・

繭
に

対
す
る
検
査
制
度
は
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に

始
ま
る
各
郡
で
の

蚕
糸
業
組
合
と
、

そ
れ
を
統
轄

す
る
蚕
糸
業
組
合
郡
部
取
締
所
の

設
立
に

よ
っ

て
、

は
じ
め
て

実
施
に

移
さ
れ
た
。

こ

の

動
き
は
、

一

八
八
五

年
六
月
の

全
国
的

な
繭
糸
織
物
陶
器
漆
器
共
進
会
に

際
し
て

持
た
れ
た
農
談
会
に

出
席
し
た
各
府
県
代
表
が
連
名
で
、

農
商
務
卿
に

対
し
、

養
蚕
蚕
糸
条
例
の

公
布
を

建
言
し
た
の

に

端
を
発
し
て
い

る
（『
農
務
顛
末
』
第
三

巻
九
五
一

ペ

ー
ジ

）。
こ

の

建
言
は
、

蚕
糸
の

粗
製
を
防
ぐ
た
め
、

蚕
糸
業
者
が
準
拠
す
べ

き

「
一

定
ノ

条
例
」
の

制
定
を
求
め
た
も
の

で
、

そ
の

「
添
申
」
と
し
て

「
蚕
糸
組
合
組
織
目
的
」
案
（
全
一

七
条
）
が
付
さ
れ
て
い

た
。

こ

れ
に
よ
れ

ば
、

養
蚕
・

製
糸
に

従
事
す
る
者
は
、

生
産
者
・

販
売
者
を
問
わ
ず
郡
ま
た
は
町
村
の

単
位
で
組
合
を
組
織
加
入
し
、

こ

れ
に

加
入
し
な
い

者
に

は

営
業
を
許
さ
な
い
。

組
合
は
、

養
蚕
部
と
生
糸
部
に

分
か
れ
、

養
蚕
部
で
は
、

「
製
糸
ニ

最
モ

良
好
ナ
ル

種
類
ヲ

育
養
ス

ル

」
た
め
に
、

種
々

の

技

術
改
良
を
行
い
、

成
繭
は
必
ず
組
合
名
、

製
造
人
ま
た
は
販
売
人
名
を
記
し
た
小
札
を
付
し
販
売
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
。

こ

の

建
言
は
、

実
質
は
、

一

八
八
四
（
明
治
十
七

）
年
公
布
さ
れ
た
同
業
組
合
準
則
に

も
と
づ

く
農
商
務
省
の

強
い

指
導
で

な
さ
れ
た
も
の

で

あ
っ

た
。

こ

れ
に
、

神
奈
川
県
で

は
、

前
述
協
会
の

発
起
人
惣
代
で

あ
っ

た
谷
合
弥
七
・

富
田
造
酒
之
助
が
名
を
列
ね
て
い

る
。

神
奈
川
県
で
は
こ

れ
を
う
け
て

明
治
十
九
年
一

月
甲

第
一

号
達
で

蚕
糸
業
組
合
準
則
を
公
布
し
、

同
年
二

月
十
九
日
に

は
、

都
筑
郡
蚕
糸
組
合
創
立
願
が
、

総
代
桜
井
光
興
・

織
裳
勘
蔵
、

同
郡
各
戸
長

総
代
、

中
山
村
外
九
か
村
戸
長
岩
沢
源
吉
名
で
、

県
に

提
出
さ
れ
、

同
月
二

十
四
日

認
可
さ
れ
た
。

同
組
合
規
約
は
、

前
述
建
言
書
の

「
蚕
糸
組
合
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組
織
目
的
」
案
を
下
敷
き
に

し
て

作
成
さ
れ
て
い

る
が
、

都
筑
郡
一

円
の

蚕
糸
業
者
の

組
合
強
制
加
入
の

条
項
は
、

「
当
組
合
締
約
年
期
中
ハ

全
ク

本
業
ヲ

廃
ス

ル

カ

又
ハ

組
合
区
域
外
ヘ

移
転
ス

ル

外
、

決
テ

組
合
ヲ

退
去
ス

ル

事
ヲ

得
ス

」
と
や
や
表
現
を
緩
め
て

規
定
さ
れ
、

ま
た
養
蚕
・

蚕
種

部
・

製
糸
部
の

ほ
か
、

仲
買
人
を
対
象
と
し
た
売
買
部
が
加
え
ら
れ
て
い

る
（
な
お
こ

の

規
約
は
、

一

八
八
八
年
五
月
一

部
改
正
さ
れ
た

）。

こ

れ
と
時
を

同
じ
く
し
て
、

ほ
と
ん
ど
同
一

の

規
約
に

よ
っ

て
、

他
郡
で

も
そ
れ
ぞ
れ
蚕
糸
業
組
合
が
組
織
さ
れ
た
。

つ

い

で

同
年
四
月
八
日
に
は
、

こ

れ
ら
各

郡
の

蚕
糸
業
組
合
委
員
総
代
に

よ
っ

て
、

蚕
糸
業
組
合
郡
部
取
締
所
の

認
可
願
が
県
に

提
出
さ
れ
、

同
月
十
三

日

許
可
と
な
っ

た
。

郡
部
取
締
所
は

「
郡
部
各
組
合
ヲ

統
轄
シ

蚕
糸
業
ニ

関
ス

ル

一

切
ノ

取
締
ヲ

為
」す
上
部
機
関
で
、

本
所
は
八
王
子
寺
町
に

置
か
れ
た
。

こ

こ

で

蚕
糸
業
組
合
員
の

持

つ

証
票
・

製
品
に

付
す
印
紙
が
調
製
さ
れ
、

証
票
は
県
庁
の

検
印
を
受
け
て

各
組
合
に

交
付
さ
れ
、

印
紙
は
各
組
合
事
務
所
に

売
り
下
げ
ら
れ
る
。

取
締
所
の

経
費
は
、

証
票
料
・

印
紙
料
・

検
査
料
の

徴
収
に
よ
っ

て

賄
わ
れ
る
こ

と
と
さ
れ
た
。

こ

う
し
て
、

養
蚕
・

製
糸
業
者
を
、

強
制
的
に

組

合
に
組
織
し
、

製
品
検
査
・

技
術
改
良
の

実
施
等
に
よ
っ

て
、

粗
製
濫
造
を
防
ご
う
と
し
た
の

で

あ
っ

た
が
、

ひ
い

て
は
輸
出
拡
大
・

外
貨
獲
得
に

つ

な
が
る
と
は
い

え
、

自
由
な
営
業
活
動
が
妨
げ
ら
れ
、

結
果
的
に
は
生
糸
輸
出
商
の

利
益
に

奉
仕
す
る
こ

と
に
な
る
。

そ
し
て
、

こ

の

よ
う
な
方

策
が
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
以
降
に

お
け
る
本
県
養
蚕
業
停
滞
の
一

因
と
な
っ

た
と
い

え
よ
う
。

し
か
し
、

生
産
者
に

対
す
る
こ

の

よ
う
な
規

制
は
、

数
年
を
経
ず
し
て

破
綻
を
来
た
し
た
。

す
な
わ
ち
、

一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
三

月
二

十
八
日
、

神
奈
川
県
蚕
糸
組
合
郡
部
取
締
所
は
、

次
の

建
議
を
県
知
事
あ
て
に

提
出
し
、

そ
の

業
務
を
停
止
し
た
の
で

あ
る
（
横
浜
市
旭
区
　
桜
井
栄
一

郎
家
文
書
）。

建
議

明
治
十
九
年
本
県
甲
第
壱
号
布
達
、

蚕
糸
業
組
合
準
則
ニ

基
キ
編
成
セ

ル

現
行
郡
部
取
締
所
規
約
ハ

往
々

不
適
応
ノ

条
件
ヲ

生
シ
、

県
下
当
業
者
ニ

対
シ

実
施
上
差

支
不
少
候
ニ

付
、

中
止
致
度
本
会
之
決
議
ヲ
以
テ
此
段
及
建
議
候
也

神
奈
川
県
蚕
糸
業
組
合
郡
取
締
所
会
議
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明
治
廿
二

年
三

月
廿
八
日

議
長
　
山
田
嘉
穀
印

神
奈
川
県
知
事
沖
守
固
殿

直
輸
出
政
策
と

蚕

糸

業
組
合

と
こ

ろ
で
、

以
上
に

み
た
神
奈
川
県
に

お
け
る
武
相
蚕
糸
協
会
の

設
立
か
ら
、

県
に

よ
る
蚕
糸
業
組
合
準
則
の

公
布
、

各
郡
蚕

糸
業
組
合
・

蚕
糸
業
組
合
郡
部
取
締
所
の

設
立
に
い

た
る
、

蚕
糸
業
生
産
者
規
制
の
一

連
の

動
き
は
、

中
央
に
お
け
る
一

八
八

三
（
明
治
十
六
）
年
五

月
製
糸
諮
詢
会
開
催
に

始
ま
る
、

直
輸
出
政
策
の

推
進
に

あ
い

応
じ
た
も
の

で

あ
っ

た
。

右
製
糸
諮
詢
会
に

お
け
る
諮
問
事
項

の
一

「
蚕
糸
ノ

粗
製
濫
造
ヲ

矯
正
シ
、

勉
メ
テ

同
一

ノ

品
位
ヲ

多
量
ニ

製
出
シ
、

以
テ

海
外
ノ

販
路
ヲ

拡
張
ス

ル

ノ

意
見
」
討
議
の

結
果
、

蚕
糸
協

会
の

設
立
が
議
決
さ
れ
、

同
会
に
出
席
し
た
谷
合
と
富
田
が
、

直
ち
に

県
下
で

実
行
に

移
し
た
の

が
武
相
蚕
糸
協
会
で

あ
り
、

中
央
で

は
一

八
八
四

年
五
月
大
日
本
蚕
糸
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。

以
後
、

農
商
務
省
は
、

こ

れ
を
通
し
て

直
輸
出
体
制
の

樹
立
を
急
い

だ（『
横
浜
市
史
』
第
三

巻
上

第
二

編

第
六
章
）
が
、

そ
の

国
内
体
制
作
り
が
前
述
の

各
地
で

の

蚕
糸
業
組
合
設
置
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。

し
た
が
っ

て
、

一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年

三

月
、

中
央
で

は
、

蚕
糸
業
組
合
中
央
部
会
議
が
中
央
部
の

廃
止
を
議
決
し
、

神
奈
川
県
で

も
同
時
に

右
の

建
議
を
行
っ

た
こ

と
は
、

農
商
務
省
の

直
輸
出
政
策
の

生
産
者
把
握
面
で

の

崩
壊
を
意
味
す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

注（

1

）
　
さ
ら
に
一

六
人
の

発
起
人
惣
代
に

は
、

八
王
子
横
山
町
毛
利
徳
兵
衛（
一

八
八
六
年
所
有
地
価
六
八
五
円
余
）・
同
大
横
町
田
野
倉
常
蔵
（
同
六
五
〇
円
余
）・

同
町
畔
見
保
太
郎
（
同
四
三

五
円
弱
）
・

八
日

町
久
保
兵
次
郎
（
同
四
四
四
円
弱
）
・

元
横
山
町
三

好
久
吉
（
同
四
四
〇
円
余
）
ら
八
王
子
糸
商
が
名
を
連
ね

て
い

る
。

（

2

）
　
蚕
糸
業
組
合
委
員
総
代
は
次
の

三

七
名
で
あ
る
。

橘
樹
郡
　
関
山
五
郎
右
衛
門
。

都
筑
郡
　
秋
本
九
兵
衛
・

桜
井
光
興
・

小
島
範
蔵
。

鎌
倉
郡
　
露
木
昌
平
・

仙
田
由
兵
衛
。

南
多
摩
郡
　
渋
谷
仙
次
郎
・

天
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野
清
助
・

谷
合
弥
二
・

野
崎
富
大
。

西
多
摩
郡
　
指
田
茂
十
郎
・

平
岡
久
左
衛
門
・

馬
場
房
太
郎
・

笹
本
平
兵
衛
・

宇
津
木
栄
三

郎
・

小
山
田
七
兵
衛
・

瀬

戸
岡
為
一

郎
・

野
崎
大
助
・

高
島
元
吉
。

北
多
摩
郡
　
江
藤
栄
二

郎
・

中
村
半
左
衛
門
・

石
川
国
太
郎
・

原
島
善
兵
衛
。

高
座
郡
　
牧
野
随
吉
・

大
島
正
義
・

榎
本
儀
兵
衛
・

斎
藤
省
三
。

津
久
井
郡
　
吉
岡
喜
左
衛
門
・

横
溝
弥
兵
衛
・

井
上
和
気
・

斎
藤
政
二

郎
。

愛
甲
郡
　
杉
山
七
郎
・

沼
田
初
五
郎
・

清
田
半
兵

衛
・

神
崎
正
蔵
。

大
住
・

淘
綾
郡
　
山
田
伊
兵
衛
。

足
柄
上
・

下
郡

加
藤
重
治
。

四
　
明
治
十
年
代
後
半
の

不
況
と
農
業

物
価
の

低
落

一

八
八
四
（
明
治
十
七

）
年
十
一

月
の

南
・

北
・

西
多
摩
・

都
筑
・

橘
樹
・

高
座
・

愛
甲
七
郡
一

五

〇
か
村
貧
民
総
代
（
武
相
困
民

党

）
が
、

北
洲
社
立
木
兼
善
に

提
出
し
た
「
哀
願
書
」（『
資
料
編

』13

近
代
・

現
代
（3）
四
一

）
は
、

当
地
帯
は
畑
勝
ち
の

地
で
、

昔
か
ら
農
間
蚕
桑
紡
績
の

業
を
も
っ

て
一

家
を
支
え
る
生
業
と
し
て
き
た
が
、

一

八
八
三
（
明
治
十
六

）
年
か
ら
繭
糸
類
が
非
常
の

下

落
を
来
た
し
、

養
蚕
を
行
っ

て
も
、

蚕
種
代
・

桑
葉
代
・

日
雇
代
な
ど
必
要
費
を
差
し
引
け
ば
、

一

年
の

生
活
費
の

四
分
の
一

に

も
足
り
な
い

収
入
し
か
え
ら
れ
な

い

有
様
で

あ
る
。

ま
た
、

一

八
八
三

年
六
、

七
月
か
ら
秋
に

か
け
て

は
大
旱
で
、

田
畑
の

作
物
は
枯
れ
果
て
、

収
穫
物
は
家
族
の

食
料
に

も
足
ら
な
い

ほ
ど
で

あ
っ

た
。

加
え
て
一

八
八
四
年
九
月
十
五
日
に
は
暴
風
雨
が
襲
い
、

平
均
四
分
作
と
い

う
被
害
を
出
し
た
。

し
か
も
穀
物
の

価
格
は
依
然
と
し
て
低
価
で
、

極
貧
の

困
民

ら
は
生
計
の

活
路
を
見
失
っ

た

と
の
べ
、

さ
ら
に

公
租
納
入
の

困
難
・

銀
行
会
社
の

負
債
の

下
で

の

農
民
の

窮
迫
し
た
状
況
を
縷
述
し
て
い

る
。

ま
た
同
じ
こ

ろ
南
多
摩
郡
長
原
豊
穣
は
、

県
令
に

管
下
農
民
の

窮
状
を
具
申
し
、

そ
の

原
因
に
つ

い

て

も
、

一

八
七
七
（
明
治
十

）
年
の

紙
幣
増
発
後
、

物
価
騰
貴
し
、

農
家
の

資
財
の

時
価
が
大
と
な
っ

た
た
め
、

農
家
は
「
金
銭
ヲ

容
易
視

」
し
、

と
く
に

本
郡
は
糸
繭
の

産
地
で

所
謂
「
農
間
商
人

」
が
多
く
、

お
し
な
べ

て

生
活
を
向
上
さ
せ
た
。

と
こ

ろ
が
一

八
八
一

年
秋
か
ら
物
価
が
下
落
に

向
か
い
、

糸
繭
商
い

で

失
敗
し
、

生
計
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の

収
支
が
償
わ
ぬ

者
も
生
じ
た
。

こ

の

こ

ろ
私
立
銀
行
・

銀
行
類
似
会
社
か
ら
金
銭
を
自
由
に

借
り
る
こ

と
が
で

き
た
の

で
、

こ

れ
に
よ
っ

て
当
座
は
切
り
抜
け
た
も
の

の
、

そ
の

後
物
価
は

さ
ら
に

下
落
し
、

「
前
ニ

容
易
視
セ

シ

金
銭
」
は
貴
重
と
な
り
、

地
価
は
最
高
値
の

五

分
の
一

に
も
下
っ

た
た
め
、

財
産
を
挙
げ
て

借
金
の

償
却
に

あ
て
て
も
、

な
お

多
額
の

負
債
が
残
り
、

そ
の

元
利
は
加
倍
し
て
、

南
多
摩
郡
総
計
で
一

六
〇
万
円
に

も
達
し
た
。

こ

の

よ

う

な

景
況

は
、

本
郡
だ
け
で
な
く
隣
接
諸
郡
も
同
様
で

あ
る
。

等
と
の
べ

て
い

る
（『
資
料
編
』13

近
代
・

現
代
（3）
一

七
九
ペ

ー
ジ

）。

こ

れ
ら
が
一

様
に

強

調
し
て
い

る
、

当
時
の

物
価
下
落
の

傾
向
を
、

政
府
統
計
は
表
二

－

七
の

よ

う
に

示

し
て
い

る
。

し
か
し
、

こ

れ

は

横
浜
・

八
王
子
・

小
田
原
三

か
所
平
均
の

都
邑
物
価

で
、

農
民
が
自
ら
生
産
し
た
農
産
物
の

販
売
価
格
は
さ
ら
に

低
い
。

南
多
摩
郡

の

山
村
上
・

下
恩
方
、

西
寺
方
、

小
津

村
は
、

八
王
子
に
、

製
品
を
販
売
す
る

養
蚕
製
糸
織
物
地
帯
で

あ
る
が
、

こ

こ

で
の
一

八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
に

お
け

る
繭
生
糸
価
の

下
落
は
著
し
く
、

繭
は

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
の

三

分
の
一

表2－7　神奈川県における都邑物価と賃金の変遷（1879－1886年）

注　『日本帝国統計年鑑』より作成。生糸1880（明治13）－1883年は八王子の提糸価格。
1886（明治19）年は座繰糸。

表2－8　南多摩郡上・下恩方，西

寺方，小津村の繭糸価格

（1876－1884年）

注　「繭生糸産額調査表」「物産表」など

（八王子市恩方支所蔵）より作成
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